
「体重を測ってほしい！」、「母乳が足りているのか心配・・。」、「歯はちゃんと磨けている？」、「離乳食

はどう進めればいい？」、「子どもの発達が気になる・・」など、日頃感じておられることをお気軽にご相

談ください。

保健師・管理栄養士・歯科衛生士・臨床心理士が相談に応じます。

綾部市 福祉保健部 保健推進課 母子保健担当

綾部市青野町東馬場下１５番地の６（綾部市保健福祉センター内）

電話：４２－０１１１ FAX：４２－５４８８ Email: hokensuisin@city.ayabe.lg.jp

育児相談

対象月：６月～１２月

対 象 生後４か月から就学前の乳幼児とその保護者

場 所

母子健康手帳・バスタオル（乳児のみ）

受付時間

持ち物

綾部市保健福祉センター（２F 大会議室）

午前中（個別にご案内します）

令和５年度 日程

４月 ４日（火） １０月 ３日（火）

５月 ９日（火） １１月 ７日（火）

６月 ６日（火） １２月 ５日（火）

７月 ４日（火） １月 ９日（火）

８月 １日（火） ２月 ６日（火）

９月 ５日（火） ３月 ５日（火）

印のついている月は、
歯科衛生士による

歯科相談があります。

問い合わせ先

＜注意事項＞・新型コロナウイルス感染症等の拡大によっては、中止をする場合がありますのでご了承ください。

完全予約制です。
綾部市保健福祉センターまで
お電話、もしくは下記QRコード
からお申込みください。


